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令和５年２月１日 

                      

大胡ぐりーんふらわー牧場トライアル・サウンディング実施要領 

 

１．目的 

  前橋市では、市内公園での民間事業者等による利活用を推進しています。 

本実施要領は、大胡ぐりーんふらわー牧場の暫定利用を希望する民間事業者

を募集し、一定期間利用した後に、その結果についてフィードバックし、今後

の利活用を図るための公募条件等への反映を目的とした市場調査（トライア

ル・サウンディング）の実施に関して必要な事項を定めるものです。 

 

２．対象地の概要 

（１）基本情報 

名  称 大胡ぐりーんふらわー牧場 

公園種別 総合公園    開設面積 15.４ha 

所 在 地 前橋市滝窪町 

供用開始 昭和５０年（平成２２年開設） 

入 園 料 無料（バンガロー等は使用料あり） 

主要建物の概要 

管理棟「レストハウスまきば」、複合遊具３基、動物小屋、

風車、展望台、牛舎、バンガロー11 棟（付属バーベキュ

ー場有り） 

駐 車 場 

風車北：普通車４０台 

管理棟周辺：普通車８２台、身障者１台 

バンガロー（東）：普通車２６台 

都市計画等の規制 非線引き区域 

現在の管理運営 

運営形態 
管理棟、バンガロー、園内の除草清掃は業

務委託による管理運営 ※以外は市管理 

運営団体 委託先：農事組合法人さんぽ道 

年間利用者 バンガロー：(R3)73 人(うち宿泊 57 人) 

維持管理費 
支出 18,166千円(うち委託費 10,822千円） 

収入   322 千円 
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（２）建物配置図 
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（３）暫定利用の対象エリア 

   大胡ぐりーんふらわー牧場の開設範囲のうち、管理棟「レストハウスまき

ば」（関連施設を含む）を除いたエリア及びエリア内の施設を対象とします。 

  

３．スケジュール 

内 容 日 程 

暫定利用の事前相談・受付 

希望者から提案書類の提出を受付 

令和５年２月１日（水） 

～令和５年３月３１日（金） 

※受付の状況により延長する場合があります。 

提案審査 

 提案内容を審査・実施事業の認定 

適宜 

※事業者を１者に限定するものではありません。 

暫定利用の許可 

 実施事業に応じた許可申請・許可 
適宜 

暫定利用の実施 

  

令和５年３月１日（水） 

～令和５年１２月２７日（水） 

実績報告書の提出 

利用実績の資料を市に提出 
暫定利用終了後１か月以内 

ヒアリング調査 

対象地の活用可能性等を聞き取り 
実績報告書の提出後に随時 

 

４．参加要件 

暫定利用希望者は、本実施要領に定める内容及び条件等を十分理解し、かつ、

応募内容を実行する意思と能力を有する民間企業、ＮＰＯ法人、個人事業主又

は任意団体等とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、応募資格を

有しないものとします。 

 ① 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て、

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立て、

破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産の申立てを受けている者 

② 法人の場合は、その設立根拠法に規定する解散又は清算の手続きに入って

いる者 

③ 地方自治法施行令第 167 条の４に該当する者 
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④ 提案書類の提出日から実施事業の認定日までの間に、前橋市建設工事等業

者指名停止措置要綱に基づく指名停止を受け、当該指名停止期間を経過して

いない者 

⑤ 国、都道府県、市区町村に納めるべき税を滞納しているもの（徴収猶予を

受けているときは滞納していないものとみなします。） 

⑥ 提案書類の提出日から実施事業の認定日までの間において、前橋市建設工

事等暴力団排除対策措置要綱第２条に規定する暴力団排除措置の対象であ

る法人。 

⑦ 応募の日以前において、前橋市建設工事等暴力団排除対策措置要綱第２条

に規定する排除措置の対象であった法人。ただし当該排除措置の対象外とな

った日から３年を経過した法人は除く。 

 

５．提案要件 

（１）提案内容 

  提案内容は、次の全てに該当するものとします。 

① 確実に実施できる内容であること。 

② 公園利用者の利便性、サービスの向上が見込まれる内容であること。 

③ 他の利用者の対象地利用を著しく妨げないこと。 

④ 暫定利用にあたって、市の財政負担を求めないこと。 

 

（２）提案の対象外 

  次に掲げるものは提案の対象外とします。 

① イベント等で、既に公園内における行為の許可等で実施可能であり、調

査が不要と判断される事業 

② 政治的又は宗教的活動 

③ 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等 

④ 騒音や異臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為 

⑤ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）」第２条第５号に規定する指定暴力団等の活動 

⑥ 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動 

⑦ その他、県が本事業で実施する内容として不適切と判断する行為 
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（３）暫定利用の期間 

   暫定利用の期間は、１日から３１日以内を基本とします。なお、各種イベ

ントが重なった場合等、対象地の利用状況によっては、暫定利用日時の変更

をお願いする場合があります。また、土日及び祝日のみの事業実施も可能と

します。 

 

（４）暫定利用に係る経費 

   暫定利用に係る経費は、全て利用者が負担するものとします。なお、この

暫定利用に限り、前橋市公園条例に定める使用料は免除します。 

    

６．トライアル・サウンディングの手続き 

（１）暫定利用の受付 

暫定利用希望者は、対象地において実施したい提案事業等の内容を記載し

た提案書類を提出します。下記の受付期間内に公園管理事務所へ電子メール

により提出してください。 

 《提案書類》 

  ① 提案事業概要書（様式１） 

  ② 暫定利用希望者の概要（様式２） 

  ③ 誓約書（様式３） 

 《受付期間》 

  令和５年２月１日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 

  ※受付の状況により延長する場合があります。 
☆事前相談 

   暫定利用の適合性や提案書類作成のため、事前相談や現地調査を希望す

る場合は、事前に公園管理事務所へ連絡し、日程調整した上で受付期間内に

行うこととします。また、現地調査は、利用者等の利用を妨げない範囲で行

うこととします。 

 

（２）提案審査 

提案書類の内容が参加要件、提案内容に合致することを審査し、暫定利 

用者として認定します。なお、必要に応じてヒアリング（提案書類の内容確

認等）を実施することがあります。 
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（３）暫定利用の許可 

暫定利用者は、提案書類の内容に基づき、その内容に応じた許可申請書を

公園管理事務所に提出してください。公園管理事務所から許可を得ることに

より、提案事業が実施できるようになります。 

 

（４）暫定利用の実施 

  ① 責任及びリスク分担の考え方 

    告知を含む、提案事業の準備から撤去まで、暫定利用者が責任を持って

実施してください。暫定利用に伴い発生するリスクについては、原則とし

て暫定利用者が負うものとします。 

  ② モニタリング 

    市及び暫定利用者の双方が合意した場合は、提案事業実施中に市がモニ

タリング調査を行うことがあります。その場合、暫定利用者は当該モニタ

リング調査に協力することとします。 

  ③ 提案事業の中止 

    次に掲げる事項に該当したときは、提案事業を中止することができる。 

・提案書類に虚偽の記載が判明した場合 

・参加要件又は提案内容を満たしていないことが判明した場合 

・著しく社会的信用を損なう行為等により、対象地で提案事業を実施する

ことについて市がふさわしくないと判断した場合 

 

（５）実績報告書の提出 

暫定利用終了後、提案事業の実績報告書（様式４）を公園管理事務所に提

出してください。 

 

（６）ヒアリング調査 

実績報告書の内容を基に、ヒアリング調査を行います。 

 

（７）実績報告の公表について 

   暫定利用の実績について、暫定利用者と協議の上、内容の一部を公表する

場合があります。 
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７．留意事項 

（１）参加事業者の取り扱い 

トライアル・サウンディングへの参加実績は、後の事業者公募等における

評価の対象とはなりません。 

 

（２）提出書類の取り扱い 

提出書類の著作権は、利用希望者に帰属しますが、提出書類は返却しません。 

 

８．お問い合わせ 

前橋市 建設部 公園管理事務所 民活導入事業担当 

 〒３７１－０８０４ 前橋市六供町１４２０番地 

 電話：（０２７）２２５－２１１６／ＦＡＸ：（０２７）２２５－２１１７ 

 電子メール：kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp 

 （電話・窓口の受付時間は開庁日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kouenkanri@city.maebashi.gunma.jp
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（様式１） 

大胡ぐりーんふらわー牧場トライアル・サウンディング 

提案事業概要書 

 

（１）提案事業の名称 

 

 

 

（２）暫定利用希望者名 

代表事業者  

協力事業者 

有 □ 

無 □ 

 

 

 

 

（３）代表者連絡先 

 

 

（４）提案事業の概要 

【事業内容】 

 

 

【想定しているターゲット、集客性】 

 

 

【事業に必要な面積のイメージ】 

 

 

【対象地域の利便性、サービス向上の考え方】 
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（５）暫定利用希望範囲 

 

 

 

 

 

 

（トライアル・サウンディング対象地の平面図を添付する） 

 

 

 

 

 

 

 

（６）提案事業の告知方法 

 

 

 

 

 

 

 

（７）希望する暫定利用期間（１日から３１日以内を基本とします） 

第１希望期間 第２希望期間 第３希望期間 

令和５年 月 日から 

令和５年 月 日まで 

※ 

令和５年 月 日から 

令和５年 月 日まで 

※ 

令和５年 月 日から 

令和５年 月 日まで 

※ 

  ※「土日及び祝日のみ」の場合は記載 
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（様式２） 

大胡ぐりーんふらわー牧場トライアル・サウンディング 

暫定利用希望者の概要 

 

事 業 者 名  

所 在 地  

従 業 員 数         人 

資 本 金         円 

主たる担当者 
職(所属) 氏名・年齢 

法令による資格 経験年数 

同種・類 似 

事業の実 績 

事業の名称 

事業の概要 

事業の名称 

事業の概要 

そ の 他 の 

特 記 事 項 
 

※２者以上共同で実施する場合は、暫定利用希望者１者当たり１枚作成してください。 

※経験年数については、当該事業に関係するものとします。 

※過去１０年間の同種・類似の事業実績について記載してください（最大２件） 
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（様式３） 

令和  年  月  日 

 

（あて先）前橋市長 

（公園管理事務所） 

 

所  在  地 

商号又は名称          

代表者職氏名 

電話番号 

 

誓約書 

 

 大胡ぐりーんふらわー牧場トライアル・サウンディングについて応募申請す

るに当たり、以下のことを誓約します。 

 

１ 大胡ぐりーんふらわー牧場トライアル・サウンディング実施要領に基づき、

提案書類を提出します。また、提案書類のすべての記載事項について、事実に

基づき記載します。 

 

２ 提案事業の実施により、市または第三者に与えた損害については、その一切

の責任を負うこととします。 
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（様式４） 

大胡ぐりーんふらわー牧場トライアル・サウンディング 

実績報告書 

 

（１）提案事業の名称 

 

 

（２）暫定利用希望者名 

代表事業者  

協力事業者 

有 □ 

無 □ 

 

 

 

（３）提案事業の概要 

【事業内容】 

 

 

 

【想定しているターゲット、集客性】 

 

 

 

【事業に必要な面積のイメージ】 

 

 

【対象地域の利便性、サービス向上の考え方】 

 

 

 

 

（４）暫定利用期間 

  令和  年  月  日 から 令和  年  月  日 まで 
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（５）期間中の利用者数 

   おおむね     人程度 

 

（６）期間中の売上 

            円 

 

（７）提案事業の実施に要した費用 

            円 

 

（８）対象地での事業採算性、安定性、市場ニーズの感触 

 

 

 

 

 

 

（９）対象地で事業を本格実施する上での課題 

 

 

 

 

 

 

（10）事業者として望ましい事業方式（契約形態、使用期間） 

 

 

 

 

 

 

（11）望ましい使用料の目安（㎡単価） 

            円／（時間 or 日 or 月） 
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（12）対象地の有効活用に必要な行政支援 

（規制緩和、施設改修、事業に必要な設備等） 

 

 

 

 

 

 

（13）対象地で本格利用が公募された場合の参画意向 

 

 

 

 

 

 

（14）対象地に限らず今後の官民連携事業全般に対する意見・要望等 

 

 

 

 

 

 

（15）その他（自由意見） 

 

 

 

 

 

 

 


